
 

県営林（ 県行造林） の立木の売却に係る 一般競争入札 

次のと おり 一般競争入札によ り 契約を締結する ので、 地方自治法施行令（ 昭和２ ２

年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の６ の規定によ り 公告する 。  

    

 令和７ 年１ １ 月５ 日  

 

１  一般競争入札に付する 事項 

 次に揚げる 物件（ 立木） の売却 

売払番号 所 在 地 樹種 林齢 本数（ 本）  

材積（ ㎥）  

搬出期間 

立第1号 下北郡東通村大字

岩屋字舘野沢1－5 

ス ギ 38～40、 58 1, 729 

1, 363 

36ヶ 月 

 

２  入札に参加する 者に必要な資格 

（ １ ） 地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の４ 第１ 項及び第２ 項に規定する 者に該当し ない

者である こ と 。  

（ ２ ） 青森県意欲と 能力のある 林業経営者登録・ 公表実施要領に定める と こ ろによ

り 、 青森県意欲と 能力のある 林業経営者名簿登録さ れた林業経営者である こ と 。  

３  売却する 物件を 示す場所 

  下北郡東通村大字岩屋字舘野沢１ の５  

４  売却する 物件の位置図等の書面及び契約条項を示す場所 

    青森市長島１ 丁目１ の１  

  青森県農林水産部林政課 

 



 

５ 入札及び開札の場所及び日時 

 １ 場所 

      青森市長島１丁目１の１ 

   青森県庁北棟2階 ２１６会議室 

２ 日時 

   令和７年１２月１２日（金）午後１時３０分 

３ 入札回数 

  ２回 

６ 入札保証金及び契約保証金の額   

（１）入札保証金 免除する 

（２）契約保証金 青森県財務規則第１５９条の規定 

７ 入札の無効 

  入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反

した入札は、無効とする。 

８ 落札者の決定方法 

  青森県財務規定１３７条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最高の額をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

９ 契約書の取り交わしの時期 

  落札決定の日から7日以内。 

10 代金の納入期限 

  契約締結の日から原則として１５日以内に全額納付とする。ただし、県との延納   

 の特約を締結したときは、6ヶ月以内において売買代金にの延納を認める。 

11 その他 

（１） 現場説明 

    売却する物件の位置図等の書面及び契約条項を示す場所での資料の閲覧又   

   は資料の郵送で代えるものとする。 



 

（ ２ ）  入札者心得書 

    こ の公告に記載さ れた事項に係る 詳細については、 入札者心得書によ る も の

と する 。  

     ア 交付場所 

      ４ に定める 場所と 同じ 、 なお、 青森県農林水産部林政課ホームページに

おいて公開する  

     イ  交付期間 

       公告日から 令和7年１ ２ 月１ １ 日（ 木） ま でと する 。  

 ３  問合せ先 

   青森県農林水産部林政課森林整備グループ 

   電話 ０ １ ７ ー７ ３ ４ ー９ ５ １ ３    

 

 

 

 

 

 

 

 



入 札 者 心 得 書 

 

 

（ 競争入札の参加者の資格）  

第１ 条 競争入札には、 次の各号のいずれかに該当する 者は、 参加する こ と ができ  

ない。  

 （ １ ） 当該入札に係る 契約を 締結する 能力を有し ない者 

 

 （ ２ ） 破産手続開始の決定を 受けて復権を 得ない者 

 

 （ ３ ） 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第 77 号）    

第３ ２ 条第１ 項各号に掲げる 者 

 

２  競争入札に参加し よ う と する 者は、 次の各号のいずれかに該当する と 認めら れ 

る と き は、 ３ 年以内で知事が定める 期間競争入札に参加する こ と ができ ない。 そ 

の者を 代理人、 支配人その他の使用人又は入札代理人と し て使用する 者も 、 ま た 

同様と する 。 ただし 、 特別な理由がある と 認めら れる 場合は、 こ の限り でない。  

 

 （ １ ） 契約の履行に当たり 、 故意に工事、 製造その他の役務を 粗雑に行い、 又は   

物件の品質若し く は数量に関し て不正の行為をし たと き 。  

 

 （ ２ ） 競争入札又はせり 売り において、 その公正な執行を 妨げた者又は公正な価   

格の成立を 害し 、 若し く は不正の利益を得る ために連合し たと き 。  

 

 （ ３ ） 落札者が契約（ 仮契約） を 締結する こ と 又は契約者が契約を 履行する こ と    

を妨げたと き 。  

 

 （ ４ ） 監督又は検査の実施に当たり 職員の職務の執行を 妨げたと き 。  

 

 （ ５ ） 正当な理由がなく て契約を履行し なかったと き 。  

 

 （ ６ ） 契約によ り 、 契約の後に代価の額を 確定する 場合において、 当該代価の請   

求を 故意に虚偽の事実に基づき 過大な額で行つたと き 。  

 

 

 （ 一般競争入札参加の申出）  

第２ 条 一般競争入札に参加し よ う と する 者は、 当該一般競争入札に係る 公告にお 

いて指定し た期日ま でに、 前条第１ 項に規定する 者でないこ と を 確認でき る 書類 

及び当該公告において指定し た書類を 添えて、 契約担当者等にその旨を 申し 出な 

ければなら ない。  

 

２  前項の申出は、 電子入札においては電子入札シス テム を 使用し て行わなければ 

なら ない。 ただし 、 約担当者等が入札書によ る 入札を認めた場合は、 こ の限り でな

い。  

 

３  前項本文の規定によ る 申出は、 契約担当者等の使用する 電子計算機に備えら れ 

たフ ァ イ ルへの記録がさ れた時に契約担当者等に到達し たも のと みなす。  

 

 （ 入札保証金）  

第３ 条 入札者は、 入札書提出前に、 見積る 契約金額の 100 分の５ 以上の入札保 証

金を 出納員又は分任出納員に納めなければなら ない。 ただし 、 入札保証金の納 付

を 免除さ れた場合は、 こ の限り でない。  

 

２  前項の入札保証金の納付は、 国債又は地方債のほか、 次に掲げる 有価証券等を  

担保と し て提供する こ と によ っ て、 こ れに代える こ と ができ る 。  

 

 （ １ ） 政府の保証のある 債券 

 

 （ ２ ） 金融機関が振り 出し 、 又は支払保証をし た小切手 

 

  （ ３ ） 銀行、 株式会社商工組合中央金庫、 農林中央金庫又は全国を 地区と する 信   

用金庫連合会の発行する 債券（ 以下「 金融債」 と いう 。 ）  

 

  （ ４ ） その他知事が確実と 認めた担保 

 

３  前項の担保の価値は、 次の各号に掲げる 担保について当該各号に掲げる と こ ろ 

によ る 。  

 

 （ １ ） 国債及び地方債 

    政府に納むべき 保証金その他の担保に充用する 国債の価格に関する 件（ 明   

治 41 年勅令第 287 号） の規定及びその例によ る 金額 



 （ ２ ） 政府の保証のある 債券及び金融債 

    額面金額又は登録金額（ 発行価額が額面金額又は登録金額と 異なる と き は、   

発行価額） の８ 割に相当する 金額 

 

 （ ３ ） 金融機関が振り 出し 、 又は支払保証をし た小切手 

    小切手の券面金額 

 

 （ ４ ） その他知事が確実と 認めた担保 

        別に定める 額 

 

４  入札保証金（ 入札保証金に代えて提供さ れた担保を 含む。 以下こ の条において 

同じ 。 ） は、 開札が終わっ た後に還付する 。 ただし 、 落札者に対し ては、 契約（ 仮 

契約） を 締結し た後に還付する 。  

 

５  落札者は、 入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当する こ と ができ る 。  

 

６  落札者が契約（ 仮契約） を 締結し ないと き は、 入札保証金は県に帰属する 。  

 

（ 入札等）  

第４ 条 入札に加わる 者は、 仕様書、 図面、 契約書（ 仮契約書） 案、 現場等を 熟覧の

上、 入札し なければなら ない。 こ の場合において、 仕様書、 図面、 契約書（ 仮契約

書） 案、現場等について疑点がある と き は、関係職員の説明を 求める こ と ができ る 。 

 

２  入札書は、 封かんの上、 入札者の氏名を 表記し 、 公告又は通知書に示し た時刻ま

でに、 入札箱に入れなければなら ない。  

 

３  電子入札に参加する 者（ 契約担当者等が入札書によ る 入札を 認めた者を除く 。 ）  

は、 前項の規定にかかわら ず、 同項の規定によ る 入札書によ る 入札に代えて、 その

使用に係る 電子計算機に、 知事の定める と こ ろによ り 、 入札金額その他の事項を入

力し 、 契約担当者等の指定し た日時ま でに、 当該契約担当者等の使用に係る 電子計

算機に備えら れたファ イ ルに記録し なければなら ない。  

 

４  入札者は、 その提出し た入札書又は契約担当者等の使用に係る 電子計算機に備 

えら れたフ ァ イ ルに記録さ せた入札金額その他の事項の書換え、 引換え又は撤回 

をする こ と ができ ない。  

 

５  入札者が代理人によ り 入札する 場合は、 入札前に委任状を提出し なければなら  

ない。  

 

６  入札者又はその代理人は、 同一の入札において、 他の入札者の代理人と なる こ  

と はでき ない。  

 

７  入札者は、 契約担当者等から 入札金額の内訳を 記載し た書面の提出又は提示を  

求めら れたと き は、 こ れに応じ なければなら ない。  

 

８  入札は、 郵便によ っ て行う こ と ができ ない。  

 

  （ 入札の辞退）  

第４ 条の２  一般競争入札に参加する 者及び指名業者（ 指名競争入札の参加者に指 

名し た旨の通知を 受けた者を いう 。 以下同じ 。 ） は、 当該入札の執行が完了する  

ま では、 いつでも 当該入札を 辞退する こ と ができ る 。  

 

２   指名業者が入札を 辞退し よ う と する と き は、 当該入札を 辞退する 旨を 明記し た 

書類を契約担当者等に提出し なければなら ない。  

 

３   前項の書類の提出は、 電子入札においては電子入札シス テムを 使用し て行う こ  

と ができ る 。  

 

４   入札を 辞退し た者は、 こ れを 理由と し て以後の指名等について不利益な取扱い 

を 受ける も のではない。  

 

（ 公正な入札の確保）  

第４ 条の３  入札に参加する 者は、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する 法 

律（ 昭和 22 年法律第 54 号） 等に抵触する 行為を 行ってはなら ない。  

 

２  入札に参加する 者は、 入札に当たっ ては、 競争を 制限する 目的で他の入札に参 

加する 者と 入札する 金額又は入札の意志についていかなる 相談も 行わず、 独自に 

入札する 金額を定めなければなら ない。  

 

３  入札に参加する 者は、 落札者の決定前に、 他の入札に参加する 者に対し て入札 

する 金額を 開示し てはなら ない。  

 



（ 入札の中止等）  

第４ 条の４  不正の入札が行われる おそれがある と 認める と き は、 入札を中止し 、  

又は入札期日を延期する も のと する 。  

 

（ 無効の入札）  

第５ 条 次の各号の一に該当する 入札は、 無効と する 。  

 

 （ １ ） 入札の参加資格のない者がし た入札 

 

 （ ２ ） 同一の入札について２ 以上の入札を し た者の入札 

 

 （ ３ ） 公正な価格の成立を 害し 、 又は不正の利益を 得る ためにし た連合その他不   

正の行為によ って行なわれたと 認めら れる 入札 

 

 （ ４ ） 入札書の金額、 氏名、 印影、 若し く は重要な文字の誤脱又は識別し がたい   

入札又は金額を訂正し た入札 

 

 （ ５ ） 入札保証金の納付を 要する 場合において、 入札保証金を 納付し ない者又は   

入札保証金額の納付額が不足である も ののし た入札 

 

 （ ６ ） その他の入札条件に違反し た入札 

 

（ 同価入札の取扱い）  

第６ 条 落札と なる べき 同価の入札を し た者が２ 人以上ある と き は、 直ちに、 く じ  

で落札者を 定める 。 こ の場合において、 当該入札者のう ちく じ を引かない者があ 

る と き は、 こ れに代えて、 入札事務に関係のない職員にく じ を 引かせる 。  

 

（ 契約保証金）  

第７ 条 落札者は、 契約を 締結する と き ま でに、 契約金額の 100 分の５ （ １ 件５ 百万

円を 超える 工事の請負契約にあっては、10 分の１ ） 以上の契約保証金を 出納員又は

分任出納員に納付し なければなら ない。 ただし 、 契約保証金の納付を 免除さ れたと

き は、 こ の限り でない。  

 

２  前項の契約保証金の納付は、 国債又は地方債のほか、 次に掲げる 有価証券を 担 

保と し て提供さ せる こ と によ ってこ れに代える こ と ができ る 。  

 

 一 第３ 条第２ 項第１ 号から 第３ 号ま でに掲げる 有価証券 

  二  銀行若し く は知事が確実と 認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証  

事業に関する 法律（ 昭和 27 年法律第 184 号）第２ 条第４ 項に規定する 保証  事

業会社の保証 

  三 その他知事が確実と 認めた担保 

 

３  前項第２ 号の担保の価値は、 その保証する 金額と する 。  

 

３  第３ 条第３ 項の規定は、 契約保証金についてこ れを準用する 。  

 

（ 契約書の取り かわし ）  

第８ 条 落札者は、 落札決定の日から ７ 日（ 契約の締結について議会の議決を 要す 

る も のについては、 議会の同意があっ た旨の通知を 受けた日から ７ 日） 以内に契 

約書（ 仮契約書） を取り 交わさ なければなら ない。 ただし 、 契約（ 仮契約） 締結 

延期の承認を受けたと き は、 こ の限り でない。       

 

２  落札者が前項の期限（ 締結延期の承認を 受けたと き は、 その期限） ま でに契約書

（ 仮契約書） を取り 交わさ ないと き は、 落札者と し ての地位を 失う も のと する 。  

 

（ 契約書（ 仮契約書） の提出部数）  

第９ 条 落札者は、 契約書（ 仮契約書） を ２ 通（ 保証人を 置く 場合は、 ３ 通） 契約担

当者等に、 提出し なければなら ない。  

 

 



売 買 契 約 書（ 案）  

 

 

             青森市長島一丁目１ 番１ 号 

      売主（ 甲）   青   森   県 

 

 

             住 所 

      買主（ 乙）    氏 名 

                                

 

 

 上記当事者間において、 県営林立木の売買のため、 次のと おり 契約を 締結し た。  

 

 （ 売買物件）  

第１ 条 甲は、 その所有する 次に掲げる 立木（ 以下「 売買物件」 と いう 。） を乙に売り

渡し 、 乙はこ れを 買い受けた。  

 （ １ ）  所 在 地   下北郡東通村大字岩屋字舘野沢 1-5 

 （ ２ ）  売払番号   立第１ 号 

 （ ３ ）  樹種、 種別、 本数、 見込総材積 

 

樹 種 種 別 本数（ 本）  見込総材積（ ㎥）  

ス   ギ 立 木 1, 729 1, 363 

計  1, 729 1, 363 

 

２  前項の立木には、 根株は含ま ないも のと する 。  

 

 （ 契約保証金）  

第２ 条 甲は、 乙から 契約保証金と し て         円を 受領し た。  

２  前項の契約保証金には、 利息を付さ ないも のと する 。  

３  第１ 項の契約保証金は、 売買代金（ 遅延利息を含む。） を 完納し た後、乙の請求に

よ り 還付する も のと する 。 ただし 、 売買代金が完納と なる 際は、 乙の申出によ り 、

当該契約保証金を 売買代金に充当する こ と ができ る 。  

 

 （ 売買代金等）  

第３ 条 売買代金は、 金         円（ う ち取引に係る 消費税及び地方消費 

税の額       円） と する 。  

 

 

２  乙は、 甲の発行する 納入通知書によ り 、 売買代金を令和  年  月  日ま で 

に納付する も のと する 。  

 

 （ 暴力団排除）  

第４ 条  乙は、 別記｢暴力団排除に係る 特記事項｣を 守ら なければなら ない。  

 

 （ 売買物件の引渡し ）  

第５ 条 売買物件の引渡し は、 前条の売買代金及び第 10 条の遅延利息を 甲が領収し

た日から 15 日以内に売買物件の所在地において、 乙の立会いの上、 売買物件の林

縁立木の根際に青森県払極印を 打刻し て行う も のと する 。  

２  乙は、前項の引渡し を 受けたと き は、引渡領収書を 甲に提出し なければなら ない。 

 

 （ 所有権の移転時期）  

第６ 条 売買物件の所有権は、 前条第１ 項の引渡し の終了し た時に乙に移転する 。  

 

 （ 遵守事項）  

第７ 条 乙は、 売買物件の根際に打刻さ れた極印を 紛失し 、 又はき 損し てはなら ず、 

かつ、 その極印の上部から 立木を伐採し なければなら ない。  

 

 （ 売買物件の搬出）  

第８ 条 乙は、 売買物件を第４ 条第１ 項の引渡し の終了し た日から 起算し て 36 ヶ 月 

以内に搬出し なければなら ない。  

２  乙は、やむを得ない理由によ り 、前項の期間内に売買物件を搬出でき ないと き は、 

搬出期間の満了前に甲の承認を 受けて、 搬出期間を 延長でき る も のと する 。  

３  乙は、 搬出を 終了し た時は、 遅滞なく その旨を 甲に届け出なければなら ない。  

 

 （ 搬出未済の売買物件の帰属）  

第９ 条 前条の搬出期間が満了し た時又は搬出期間満了前において前条第３ 項の届

出があっ た時において、 搬出未済の売買物件は、 甲に帰属する も のと する 。  

 

 （ 遅延利息）  

第 10 条 乙は、 第３ 条の納付期限ま でに売買代金を 納付し ないと き は、 当該期限の 

日の翌日から 納付の日ま での日数に応じ 、 売買代金（ 既納額を 控除し た額） につき  

年 2. 5％パーセント の割合を も って計算し て得た金額を遅延利息と し て甲に納付す 

る も のと する 。 こ の場合において、 遅延利息の額が 100 円未満である と き 、 又はそ

の額に 100円未満の端数がある と き は、その全額又は端数を 切り 捨てる も のと する 。 

 

 （ 契約不適合責任）  

第 11 条 甲は、売買物件の引渡し を し た後は、売買物件の数量の不足、隠れたる 傷、  

その他内容の異動があっ ても 、 その責任は負わないも のと する 。  



２  売買物件の引渡し 前の危険負担は、 甲が負う も のと する 。  

 （ 契約の解除等）  

第 12 条 甲は、 乙が次の各号の一に該当する と き は、 こ の契約を 解除する こ と がで 

き る 。  

 （ １ ）  第３ 条の納付期限ま でに売買代金を納付し ないと き 。  

 （ ２ ）  第 10 条の遅延利息を当該遅延利息に係る 納入通知書に記載し てある 納付 

期限ま でに納付し ないと き 。  

 （ ３ ）  その他こ の契約に違反し たと き 。  

 

 （ 契約保証金の帰属）  

第 13 条 前条の規定によ り こ の契約を 解除し た場合は、 第２ 条の契約保証金は、 甲 

に帰属する も のと する 。  

 

 （ 損害賠償）  

第 14 条 甲は、 第 12 条の規定によ り こ の契約を 解除し た場合において第２ 条の契 

約保証金の額を超えた金額の損害が生じ たと き は、 当該契約保証金のほか、 その超 

えた金額を 損害賠償と し て乙から 徴収する 。  

 

 （ 契約解除後の措置）  

第 15 条 第 12 条の規定によ り こ の契約を解除し た場合において搬出未済の売買物件

がある と き は、 当該解除の部分に係る も のは甲に帰属し 、 甲は乙に対し 、 こ れに相

当する 売買代金を 返還する も のと する 。 こ の場合において、 当該売買代金には、 利

息を 付さ ないも のと する 。  

２  甲は、 第 12 条の規定によ り こ の契約を 解除し た場合は、 乙が既に納付し た第 10 条

の遅延利息を乙に返還し ないも のと する 。  

 

 （ 権利の譲渡の制限）  

第 16 条 乙は、 売買物件の引渡し 前に甲の承認を 得た場合のほか、 こ の契約書によ  

って生ずる 権利義務を第三者に譲渡し てはなら ない。  

  

（ 伐採用設備等の設置）  

第 17 条 乙は、 売買物件の伐採及び搬出のため、 特に県営林内に設備を 設ける 必要 

がある と き は、 甲の承認を受けて設備を設ける こ と ができ る 。  

 

２  乙が前項によ り 設けた設備は、 その使用の終了し たと き 、 又は契約を 解除さ れた 

と き は、 乙において甲の指定し た期間内に収去し 、 土地を原状に回復し なければな 

ら ない。  

３  前項の指定期間内に収去し ない設備は、 甲に帰属する も のと する 。  

 

 

 

 （ 跡地検査の立会い）  

第 18 条 乙は、 甲から 立会いを 求めら れたと き は、 甲が行う 跡地検査に立ち会わな 

ければなら ない。  

 

 （ 協議事項）  

第 19 条 こ の契約書に定めのない事項及び疑義の生じ た事項については、 甲乙協議 

の上定める も のと する 。  

 

 

 上記契約の成立を証する ため、 こ の契約書を ２ 通作成し 、 甲乙双方記名押印の上、

各自その１ 通を保管する も のと する 。  

 

 

     令和   年   月   日 

 

 

 

             甲  青森県知事  宮 下 宗一郎 

 

 

                                

             乙    会社名 

                代表者名 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 第５ 条の２ 関係）  

令 和  年  月  日 

 

 

 

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿 

 

 

 

                   住所 

                   氏名               印 

 

 

 

引 渡 領 収 書 

 

 

 令和 年 月 日付けを も って売買契約を 締結し た下北郡東通村大字岩屋字舘野沢 1-5

所在の県行造林の立木について、 下記のと おり 領収し ま し た。  

 

 

                                      記 

 

1 領収年月日  令和 年 月 日 

 

2 領 収 物 件   売買契約書のと おり  

 

3 搬 出 期 限   売買契約書のと おり  

 

 

 

 

 

 

  



（ 第８ 条の３ 関係）  

令 和  年  月  日 

 

 

 

 青森県知事 宮下 宗一郎 殿 

 

 

 

                   住所 

                   氏名               印 

 

 

 

搬 出 終 了 報 告 書 

 

 

 令和 年 月 日付けを も って売買契約を し た物件について、 下記のと おり 搬出を 終

了し ま し た。  

 

 

                                      記 

 

1 所 在  下北郡東通村大字岩屋字舘野沢 1-5 

 

2 売 払 い 区 分  県行造林立木 

 

3 受 領 年 月 日   令和 年 月 日 

 

4 搬出終了年月日  令和 年 月 日 

 

 



別記 

暴力団排除に係る 特記事項 

（ 総則）  

第１  受注者は、 青森県暴力団排除条例( 平成23年3月 青森県条例第9号) の基本理念に則り 、 こ の

特記事項が添付さ れる 契約（ 以下「 本契約」 と いう ｡） 及びこ の特記事項を守ら なければなら な

い。  

（ 暴力団排除に係る 契約の解除）  

第２  発注者は、 受注者（ 第 1 号から 第 6 号ま でに掲げる 場合にあっては、 受注者、 その支配人そ

の他経営に実質的に関与し ている 者（ 受注者が法人の場合にあっては、 その役員、 その支店又は

契約を締結する 事務所の代表者その他経営に実質的に関与し ている 者）） が次の各号のいずれか

に該当する と き は、 本契約を解除する こ と ができ る 。  

( 1)  暴力団員（ 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成 3 年法律第 77 号） 第 2

条第 6 号に規定する 暴力団員をいう 。 第 5 号及び第 6 号において同じ 。） である と 認めら れる

と き 。  

( 2)  自己若し く は第三者の不正な利益を図り 又は第三者に損害を与える 目的で暴力団（ 暴力団員

によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第 2 条第 2 号に規定する 暴力団をいう 。以下こ の項に

おいて同じ 。） の威力を利用し たと 認めら れる と き 。  

( 3)  暴力団の威力を利用する 目的で金品その他財産上の利益の供与（ 以下こ の号及び次号におい

て「 金品等の供与」 と いう 。 ） をし 、 又は暴力団の活動若し く は運営を支援する 目的で相当の

対価を得ない金品等の供与をし たと 認めら れる と き 。  

( 4)  正当な理由がある 場合を除き 、暴力団の活動を助長し 、又は暴力団の運営に資する こ と と な

る こ と を知り ながら 金品等の供与をし たと 認めら れる と き 。  

( 5)  暴力団員と 交際し ている と 認めら れる と き 。  

( 6)  暴力団又は暴力団員である こ と を知り ながら こ れを不当に利用し たと 認めら れる と き 。  

( 7)  その者、その支配人その他経営に実質的に関与し ている 者（ その者が法人の場合にあっては、

その役員、その支店又は契約を締結する 事務所の代表者その他経営に実質的に関与し ている 者）

が第 1 号から 前号ま でのいずれかに該当する こ と を知り ながら 当該者と こ の契約に係る 下請

契約、 材料等の購入契約その他の契約を締結し たと 認めら れる と き 。  

( 8)  第1号から 第6号ま でのいずれかに該当する 者を契約の相手方と する こ の契約に係る 下請契

約、 材料等の購入契約その他の契約（ 前号に該当する 場合の当該契約を除く 。） について、 発

注者が求めた当該契約の解除に従わなかったと き 。  

２  前項の規定によ り 契約を解除し た場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、

本契約の規定によ る 。  

（ 不当介入に係る 報告・ 通報）  

第３  受注者は、受注者及び下請負者等に対し て暴力団員等によ る 不当介入があった場合は、発注

者及び警察へ報告・ 通報し なければなら ない。ま た、警察の捜査上必要な協力を行う も のと する 。  



 

現場説明資料 

 

1 入札物件の概要 

売払番号 所在 樹種 
林齢 

(年生) 

面積 

（ha） 

本数 

（本） 

材積 

（m3） 

立第 1 号 
下北郡東通村大字

岩屋字舘野沢 1－5 
スギ 38～40、58 3.94 1,729 1,363 

 

2 入札及び開札の場所及び日時 

(1)日  時 

売払番号 立第 1 号 令和７年１２月１２日(金)１３：３０ 

(2)場  所  県庁北棟２階 ２１６会議室 

 

3 現場説明要旨 

(1)立木調査表 別紙のとおり 

 (2)伐採区域について 

別紙のとおり 

伐採対象木にはナンバーテープを貼り付けているので、誤伐の発生のないよう

留意すること。 

落札者に対しては現場引渡時に伐区を案内する。 

 (3)伐採対象立木について 

   当該森林は普通林であるため、伐採作業着手前に、土地所有者と連名で｢伐採及

び伐採後の造林届出書｣を市町村へ提出すること。 

伐採対象立木は伐採区域内の立木とする。 

伐採、搬出の際に支障となる立木がある場合には事前に農林水産事務所担当者

に連絡すること。 

(4)集材路について 

集材路の作設については任意とする。ただし、林地のかく乱や土砂等が流出し

ないように留意すること。 

(5)枝条及び林地残材の処理について 

プロセッサの使用等により一箇所に枝条等が堆積されることが予想されるが、

再造林時の地拵えに支障とならないように、また、降雨等により流出しないよう

に整理すること。(重機を搬出する前に農林水産事務所担当者の確認を受けるこ

と) 

 

 

 



( 6) 作業道について 

作業道を 棄損し ないよ う 留意する こ と 。 重機の運搬や丸太の搬出等によ り 大き

なわだち等が生じ た場合には、 作業以前の状態( 普通車が通行でき る よ う に) 補修

を 行う こ と 。  

大雨等によ り 被害が生じ た場合には速やかに農林水産事務所担当者に連絡する

こ と 。  

( 7) 搬出期間 

現場引渡の日から 36 ヶ 月以内に搬出する こ と 。ただし 、やむを 得ない理由によ

り 期間内に搬出でき ない場合には県に承認を 受けて搬出期間を 延長する こ と がで

き る 。  

 

4 入札に係る 留意事項 

( 1) 入札の日ま でに入札者心得書の内容について熟知し ておく こ と 。  

( 2) 留意事項 

①入札保証金は免除と する 。 契約保証金は契約金額の 100 分の 5 以上を 納付す

る こ と 。  

②入札者は契約書や現地等を 熟覧し た上で入札に参加する こ と 。  

③代理人によ る 入札の場合は入札受付時に委任状を 提出する こ と 。  

④委任状の無い代理人の入札は無効と なる 。 ま た、 委任状を 提出し ても 入札書 

に代理人の記名押印の無い入札は無効と なる ので留意する こ と 。  

     ⑤入札書に記載する 額は消費税込みの金額である こ と 。  

⑥売買代金については、全て県に納付する 。( 分収契約に係る 分収交付金は県に

おいて処理する 。 )  

⑦契約書の取り 交わし は落札決定の日( 12 月 12 日( 金) ) から 7 日以内。  

売買代金の納入は契約締結の日から １ ５ 日以内と なる 。  

 

( 3) 疑問点については、 林政課森林整備グループま で連絡する こ と 。  

電話番号 ０ １ ７ －７ ３ ４ －９ ５ １ ３  

 



森林位置図

所 在： 下北郡東通村大字岩屋字舘野沢1-5

縮 尺： 1/50, 000

面 積： 3. 94ha

伐採種： 皆伐



森林基本図

所 在： 下北郡東通村大字岩屋字舘野沢1-5

縮 尺： 1/5, 000

面 積： 3. 94ha

樹 種： ス ギ、 ヒ バ38～40、 58年生

伐採種： 皆伐



単位 1,729 本 1,363.58 m
3

径級 cm

樹種 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 計
樹高 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
単材積 0.020 0.040 0.060 0.090 0.120 0.160 0.220 0.260 0.330 0.390 0.470 0.540 0.650 0.730 0.850 0.950 1.100 1.200 1.410 1.520 1.710 1.830 2.040 2.170 2.410 2.550 2.810 2.970 3.260 3.430 3.740

本数 1 21 26 38 84 62 79 104 97 108 95 98 97 106 109 86 90 87 95 75 47 39 34 12 12 10 4 4 4 3 2 1,729
材積 0.020 0.840 1.560 3.420 10.080 9.920 17.380 27.040 32.010 42.120 44.650 52.920 63.050 77.380 92.650 81.700 99.000 104.400 133.950 114.000 80.370 71.370 69.360 26.040 28.920 25.500 11.240 11.880 13.040 10.290 7.480 1,363.580

樹高
単材積
本数
材積
樹高
単材積
本数
材積
樹高
単材積
本数
材積
樹高
単材積
本数
材積

ス

ギ

樹種　スギ Ｓ　　植栽

東通村大字岩屋字舘野沢1-5

立  木  材  積  調  査  表

ス

ギ

所　在


